
は
れ
る
。

ヨ
ト
ノ
Z

琴
の
江
珠
洲
郡
に
在
っ
た
潟
測
。

能
脅
誌
に
、
『
小
泊
村
の
綴
き
引
砂
村
・
宇
治
村
・
諜

腰
村
の
遜
b
、
む
か
し
は
琴
の
江
と
い
ふ
潟
な
り
し

と
て
、
共
頃
潟
尻
の
橋
述
、
今
引
砂
村
に
橋
壌
と
い

ふ
是
な
り
。
』
と
あ
る
。

コ
ト
バ
ノ
イ
ヅ
ミ
言
葉
泉
一
冊
。
嘉
永
五
年

一
一
周
管
公
九
百
五
十
年
祭
に
笛
b
、
上
田
耕
の
震
起

で
集
め
た
詩
歌
・
附
合
・
俳
句
で
、
田
中
鰐
之
の
詩
歌

の
序
、
佐
々
木
泉
玄
の
附
合
の
序
、
加
鴎
老
士
の
俳

句
の
序
が
あ
り
、
版
行
さ
れ
て
居
る
。

ヨ
ト
バ
ノ
ツ
ユ
乙
と
艇
の
窟
一
般
。
金
持
の

俳
人
後
川
編
。
序
は
突
明
三
卯
年
小
寺
後
川
、
践
は

維
時
天
明
丁
宋
の
と
し
ハ
七
年
〉
相
州
三
浦
猿
梅
山
主

穂
希
也
。
間
六
年
三
用
金
滞
板
木
師
平
穏
等
梓
行
。

刊
記
を
刻
し
た
後
に
後
川
の
子
希
也
が
家
に
鴎
っ
た

の
で
、
そ
の
敏
文
等
を
追
加
し
て
慌
に
行
う
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
替
は
後
川
が
亡
失
希
因
三
十
三
周
忌

に
笛
っ
て
、
そ
の
治
志
を
襲
ぎ
、
『
山
梁
や
棺
を
か
け

る
水
の
脅
』
の
芭
蕉
塚
を
卯
辰
山
に
樹
て
、
後
川
・

一
紗
・
悦
涼
の
興
行
し
た
歌
仙
を
巻
頭
に
置
い
た
句

集
で
あ
る
。

コ
ド
マ

9

小
泊
珠
洲
郡

E
院
郷
に
毘
す
る
部

落
。
隠
永
五
年
六
周
二
十
三
日
の
文
書
に
正
院
郷
内

小
泊
と
見
え
る
。

コ
ド
マ
リ
シ
ン
小
泊
新
珠
洲
郡
正
院
郷
に
毘

す
る
部
務
。
村
名
由
来
曹
に
、
『
此
村
元
和
五
年
小
泊

領
之
内
西
，
戸
と
申
所
に
新
開
仕
、
村
出
来
。
其
湖

西
，
戸
村
と
唱
申
候
。
村
名
替
申
儀
相
知
不
申
候
。
』

と
あ
る
。

ヨ
ト
リ
カ
ヒ
ヤ
タ
小
鳥
飼
設
元
糠
十
四
年
前

回
綱
紀
の
尋
問
に
答
へ
た
足
趨
の
由
来
書
に
、
『
爾
田

忠
右
衛
門
、
寛
永
十
八
年
に
江
戸
定
番
足
騒
に
被
召

コ
ト
1
1
コ
ノ

抱
、
小
鳥
飼
役
被
仰
付
、
殴
安
二
年
病
死
。
二
代
忠

右
衛
門
、
鹿
安
三
年
江
戸
よ
り
小
松
へ
引
越
、
小
松

に
て
小
烏
役
相
勤
。
』
と
あ
る
。
こ
の
鳥
飼
の
者
は
絶

え
ず
召
置
か
れ
た
る
な
る
べ
〈
、
延
貸
六
年
八
用
改

作
奉
行
よ
り
の
建
曹
に
、
『
御
堂
形
之
内
御
烏
部
屋
御

鳥
飼
之
者
へ
可
申
断
』
と
も
あ
る
。

コ
ト
リ
ヤ
バ
シ
小
鳥
屋
橋
金
線
栂
梁
記
に
、

『
小
島
屋
橋
、
材
木
町
七
丁
目
』
と
あ
る
。
城
外
惣
構

掲
の
橋
で
あ
っ
た
L
め
、
務
政
中
は
橋
番
入
札
7
・世

い
で
あ
っ
た
。
小
鳥
屋
町
に
架
け
て
あ
る
か
ら
の
穏

で
あ
る
。

コ
ト
日
ヤ
マ
チ
小
鳥
屋
町
金
織
の
萄
町
名
。

浅
野
川
掛
作
り
ハ
今
橋
場
町
〉
か
ら
材
木
町
へ
の
入
口

で
あ
る
。
此
の
町
名
は
後
に
牒
せ
ら
れ
て
、
今
材
木

町
に
臨
し
て
ゐ
る
。
叉
開
川
に
も
開
川
小
島
屋
町
が

あ
っ
た
0

.

コ
ナ
ガ
ノ
小
長
野
能
楽
部
徳
橋
郷
に
鴎
す
る

部
務
。コ

ナ
リ
モ
ノ
小
成
物
元
和
二
年
六
月
の
定
書

に
、
『
在
三
脚
々
小
成
物
可
相
政
事
。
』
と
あ
る
小
成
物

は
、
小
物
成
と
同
事
で
あ
ら
号
。

コ
-
-
シ
ザ
ダ
ア
キ
ヲ
小
西
貞
明
迦
稽
宇
左
衛

門
。
事
保
八
年
矢
粥
藤
次
点
泡
の
也
知
百
六
十
石
奇

襲
ぎ
、
後
五
十
石
を
加
へ
、
御
近
習
需
に
任
じ
、
安

永
九
年
致
仕
し
て
知
休
と
貌
し
、
隠
居
料
十
五
人
挨

持
を
受
け
‘
天
明
四
年
入
居
十
九
日
七
十
四
歳
を
以

て
夜
し
た
。

2
-
-
シ
ジ
ダ
ユ
ウ
小
西
治
太
夫
前
倒
利
家
に

仕
へ
て
三
百
石
を
領
し
た
。
そ
の
嫡
統
は
八
代
安
右

衛
門
貞
知
二
百
石
荷
受
け
、
文
化
十
一
年
七
月
出
奔

し
て
断
絶
し
た
。

コ
-
-
シ
シ
ョ
ウ
ゴ
ロ
ウ
小
西
底
豆
郎
臨
辛
一
部

輪
島
の
入
。
諜
漆
を
業
と
し
、
常
に
京
筒
地
方
に
行

商
し
た
が
、
同
業
小
西
伊
兵
衛
と
協
力
し
て
‘
家
具

無
税
訴
訟
淑
め
、
そ
の
販
路
を
蛾
張
し
た
。
厨
謂
椀

諦
と
い
ふ
も
の
是
で
あ
り
、
前
後
輪
島
の
諜
漆
染
者

一
一
般
に
是
に
倣
号
た
。
明
治
四
年
三
周
夜
、
享
年
八

十
六
。
後
農
商
務
大
臣
は
そ
の
銀
融
情
瀞
創
始
の
功
を

温
貸
し
た
。
庄
玩
郎
四
傑
風
の
衝
を
能
く
し
、
老
後

文
俳
簡
を
晴
ん
で
沙
雄
と
鋭
し
、
狂
歌
・
川
柳
に
は

胡
淑
丸
呑
の
競
売
用
ひ
た
。

コ
=
シ
ヤ
マ
小
西
山
臥
京
都
西
山
の
内
の
小

字。
ゴ
=
ン
グ

ε
軍
人
組
元
利
六
年
四
周
の
法
令

に
1

『
村
々
主
人
組
を
立
也
、
向
後
子
供
出
生
迩
将
之

度
々
般
而
担
芭
、
鈴
子
無
之
様
相
股
可
巾
候
。
』
亭
保

十
九
年
連
所
部
奉
行
の
令
に
、
『
町
巾
混
入
組
の
内
、

常
々
心
ホ
感
搬
、
商
政
等
も
不
仕
、
無
心
元
晶
之
者

有
之
候
は
ど
、
早
速
相
断
可
申
事
。
』
天
保
八
年
十
周

郁
容
行
の
令
に
、
『
務
部
村
々
一
惣
百
姓
・
小
作
之
者
作

高
蔚
鮪
之
儀
者
、
村
役
人
質
五
人
組
之
者
穿
鯨
厳
軍

に
無
之
一
山
者
不
相
成
。
』
な
ど
L
あ
る
か
ら
、
加
賀
務

の
郡
部
町
村
に
宥
一
人
組
の
制
が
行
は
れ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
村
方
で
は
質
際
に
そ
の
機
能
を
震
動
し

た
こ
と
は
依
り
多
〈
な
か
っ
た
ら
し
く
、
村
の
大
小

に
従
ひ
、
数
個
の
五
人
組
脅
併
合
し
た
何
番
組
と
い

ふ
も
の
が
で
き
、
組
合
顕
に
率
ゐ
ら
れ
、
そ
の
組
合

顕
は
肝
煎
を
助
け
て
上
逝
下
建
の
任
に
笛
っ
て
ゐ

た
。
館
能
殺
の
中
幕
府
領
で
あ
っ
た
村
々
に
も
五
人

組
が
行
は
れ
て
ゐ
た
。
何
れ
に
し
て
も
五
人
組
と
い

ふ
の
は
大
教
で
、
場
合
に
よ
り
六
人
で
あ
っ
た
り
、

四
人
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
叉
金
揮
で

は
五
人
組
の
代
り
に
十
人
組
が
あ
っ
た
。

ゴ
ネ
ン
タ
謹
念
寺
石
川
郡
水
島
に
在
っ
て
、

民
宗
東
一
献
に
屈
す
る
。
も
と
道
場
で
あ
っ
た
が
、
明

治
十
一
年
八
且
寺
説
公
携
を
許
さ
れ
た
。

コ
ノ
小
野
河
北
部
五
ケ
庄
に
臨
す
る
部
帯
。

コ
ノ
ギ
此
木
鹿
島
郡
大
聞
の
内
の
小
字
。

ヨ
ノ
ギ
此
木
均
ノ
鳳
軍
部
南
北
郷
に
邸
す

る
部
務
で
、
グ
ノ
ギ
と
制
む
。
穴
水
来
迎
寺
所
開
腕
点

治
五
年
六
周
サ
五
日
有
海
部
朕
に
、
『
制
限
渡
穴
水
来
迎

寺
田
之
事
o
A
n
鷲
段
者
在
所
締
村
。
揮
、
平
野
繁
入

道
名
之
内
也
。
』
と
あ
る
締
村
も
亦
之
に
同
じ
い
。

ヨ
ノ
ギ
ウ
ヂ
此
木
氏
長
谷
部
系
闘
に
、
『
信
辿

二
男
景
信
、
大
屋
庄
此
木
之
地
頭
。
』
と
あ
旬
、
大
陸

庄
は
鳳
京
都
で
あ
る
。
此
木
氏
は
亦
此
木
長
氏
と
も

い
ひ
、
長
家
探
流
五
家
の
一
つ
で
、
腕
調
家
子
と
都

す
る
も
の
L
随
一
で
あ
っ
た
。

I
v
チ
ョ
ウ
ヒ
サ
ツ
ラ

長
久
述
。

コ
ノ
コ
ノ
マ
乙
の
乙
の
澗
珠
洲
郡
提
脇
に
在

る
。
貨
永
元
年
一
覧
担
に
、
『
提
脇
の
ま
へ
に
こ
の

こ
の
澗
と
て
小
さ
き
澗
あ
り
。
』
と
記
す
る
。

ヨ
ノ
ザ
キ
此
崎
日
付
河
北
郡
多
閏
の
内
の

小
字
。コ

ノ
ハ
イ
シ
木
葉
右
珠
洲
郡
路
線
に
接
す
る

化
石
。
他
凶
邸
側
楽
産
物
記
に
、
『
木
薬
石
、
路
線
村

領
字
な
し
山
と
い
ふ
所
に
有
之
。
微
妙
公
御
代
切
出

方
被
命
、
其
後
村
方
切
に
留
山
の
援
に
心
得
総
在
。
』

と
あ
る
。

コ
ノ
ハ
タ
ウ
ゲ
木
繁
晦
江
沼
郡
に
毘
す
司
令
。

笈
憩
紀
聞
に
、
大
土
か
ら
上
新
保
に
越
え
る
山
識
に

木
灘
峠
と
い
ふ
が
あ
る
。
峠
の
入
口
に
あ
る
岩
に
水

禁
の
紋
が
あ
る
か
ら
名
づ
け
る
と
記
す
る
。

コ
ノ
ハ
ナ
シ
ユ
ウ
己
の
肱
な
集
一
冊
。
金
・
搾

の
俳
人
十
梅
闘
賞
年
の
編
。
序
は
嘉
永
初
の
と
し
跡

松
庵
商
策
、
践
は
幾
鴎
庵
固
束
。
板
元
不
明
。
関
銃

は
編
者
の
所
属
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
。

コ
ノ
ワ
タ
海
鼠
腸
生
海
鼠
の
臨
を
盟
辛
に
L

た
も
の
で
、
能
電
産
を
名
品
と
し
た
。
親
元
日
記
寛

----
.・・・・
田園-


